
 

第１１回札幌市感染症対策本部会議 

 

 

１ 日 時： 令和２年６月１８日（木） 午後５時３０分～ 

 

 

２ 場 所： 本庁１２階「１号～３号会議室」 

 

 

３ 会議次第 

（１）開 会 

 

（２）現時点の発生状況と対応状況について 

 

（３）新型コロナウイルス対策等に関する北海道知事、北海道市長会会長、北海道町

村会会長との意見交換（Web会議）について 

 

（４）各局区における取組状況等について 

 

（５）本部長から 

 

 

４ 資 料 

 ・札幌市の新型コロナウイルスに係る対応（概要） 

 ・新型コロナウイルス対策等に関する北海道知事、北海道市長会会長、北海道町村

会会長との意見交換（Web会議）資料（抜粋） 

 ・各局区における取組状況等の報告資料 
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札幌市の新型コロナウイルスに係る対応（概要） 
 

１ 感染状況 

⑴ 市内感染状況（6/17現在） 

   陽性累計748名【前日比+6】（うち市内居住者747名【前日比+6】） 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ 国内・国外の感染状況 

    北海道：感染者 1,184名【前日比+6】、死亡者 92名【前日比±0】 

    (6/17現在) 

国 内：感染者17,162名【前日比+73】、死亡者927名【前日比+2】 

（6/16 12時） チャーター機帰国者15名、横浜クルーズ船の乗船者712名（うち死亡者13名） 

空港検疫261名   

 国 外： 米国         感染者数 2,113,372名(うち死者数 116,135名) 

（ 6 / 1 6  1 2 時 ）  ブラジル        感染者数  888,271名（うち死者数 43,959名) 

ロシア        感染者数  536,484名（うち死者数 7,081名) 

インド         感染者数  332,424名 (うち死者数 9,520名) 

英国          感染者数  296,857名 (うち死者数 41,736名） 

その他・地域(199か国)感染者数 3,791,383名 (うち死亡者数 215,838名)        

      

２ 札幌市における対応状況 

 ⑴ 実施体制 

① 感染症対策本部 

  感染症やその疑いのある事例に対して、発生予防、原因究明等、迅速かつ的確

な対策を総合的に推進するため、市長を本部長とする札幌市感染症対策本部を設

置。新型コロナウイルス対策においては、これまでに計10回の対策本部会議を開

催。（1/30、2/18、2/22、2/29、3/17、3/23、3/27、4/2、5/26、5/30） 
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② 新型コロナウイルス感染症対策本部 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受け設置し、こ

れまでに計９回開催。(4/8、4/10、4/13、4/18、4/24、5/1、5/5、5/15、5/22) 

③ 感染症対策室 

全庁横断的な情報共有や対策検討等を行い、札幌市感染症対策本部会議を補佐

することを目的に、３月３日に札幌市感染症対策室（部長級）を保健福祉局に設

置。４月１日付けで危機管理対策室に移管。 

室 長 危機管理対策部長 

医療・保健体制担当 保）総務部長、保）健康企画担当部長 

情報・調整担当 総）職員部長、政）政策企画部長、財）財政部長 

広報担当 総）広報部長 

生活・経済担当 市）地域振興部長、経）産業振興部長 

   ※北海道の対策本部との連絡要員として保健所、危機管理対策室より職員を派遣 
  

⑵ 保健所の対応状況 

  ① 新型コロナウイルス関連相談件数（6/16現在） 

    救急安心センター(＃7119)：252件【前日比▲91】（発熱等あり 198件、症状なし 54件） 

    一般相談（011-632-4567）：235件【前日比▲53】※ 3/9より回線数増強（６→10回線） 

② 姉妹都市からのマスク受入（3/11） 

  サージカルマスク20,000枚、Ｎ95マスク5,000枚を瀋陽市から受け入れ、感染

者入院医療機関、帰国者・接触者外来医療機関に順次配布（3/13） 

③ 国優先供給スキームに基づくマスク購入（3/12） 

  サージカルマスク40,000枚、Ｎ95マスク5,000枚を医師会、歯科医師会、薬剤

師会に配分（3/13）。 

④ 政府負担によるマスク受入（3/23） 

  サージカルマスク40,000枚を受け入れ、医療機関、関係団体等へ配布予定。 

 

⑶ 医療体制  

  ① 帰国者・接触者外来 

計15医療機関で対応中 

  ② 検査体制（札幌市衛生研究所。6/17午前9時現在） 

総検査数6,780検体（延べ4,972名） 

    ※道内87例目患者（北海道から発表）の陽性結果を除く 

    ③ PCR検査センター（6/17現在） 

    総受検者数1,043名 
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⑷ 教育関連施設の対応状況 

① 北海道・札幌市緊急共同宣言を受け、市立学校における一斉臨時休業を実施 

（4/14～5/6）。 

※新琴似緑小学校において、給食調理員の感染が確認され、当該校の臨時休業 

を実施（4/13～22）。新琴似緑小に在籍し、他校へ通級する児童については 

4/13から指導休止。 

※臨時休業中の学習支援として、教育委員会が作成する学習課題及び学習課題 

サポート動画を市公式 HPに掲載するなどして、全児童生徒に提供（毎週木 

曜日更新）。 

② 特定警戒都道府県指定（緊急事態宣言）を受け、市立幼稚園における一斉臨時 

休業を実施（4/22～5/6） 

※各市立幼稚園・学校において、電話等により児童生徒の学習状況及び幼児児

童生徒の心身の状況把握を実施（4/27～5/1）。 

③ 特定警戒都道府県指定（緊急事態宣言）の期間延長を受け、市立幼稚園及び学

校における臨時休業期間の延長を実施（～5/31）。 

 ※園・学校を再開した場合に少人数短時間登校（園）日を設定（6/1～12）す 

ることについて、市立幼稚園及び学校に実施要領を通知。 

④ ６月１日から、園・学校を再開。６月 12日までは少人数短時間登校（園）日 

を設定。 

⑤ ６月 12日で、少人数短時間登校（園）日設定期間終了。 

 

⑸ その他市有施設 

① 区役所（10施設）、保健センター（10施設）、まちづくりセンター (出張所 

を含む)(87施設)、地区会館(57施設)、区民センター(10施設)、コミュニティ 

センター(2施設）、地区センター（24施設）：開庁・開館（貸室は利用人数 

等にて一部制限、利用用途によっては自粛を要請） 

   

② その他施設 

   ・保育施設（ちあふる９施設、公立保育所 11施設、公設民営保育所３施設）： 

開園中 

・子育て支援総合センター、区保育・子育て支援センター（ちあふる 9 施設）の

子育てサロン：6/15から再開（利用人数等一部制限あり） 

・児童会館・ミニ児童会館：開館（6/15～） 

※自由来館について、児童クラブ登録児童が少なく、自由来館実施により過密 
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化を招かない等、支障がないと判断される一部の館において再開（6/15～） 

※ふりーたいむ（中高生の夜間利用）は休止 

・札幌市健康づくりセンター（中央、東、西）：開館（6/16～） 

※ 中央の健診業務は、6/2より再開 

 ※ 教室は、引き続き休止（7月から順次再開） 

・各区老人福祉センター：ロビー開放、生活相談事業、健康相談事業等のみ一部再 

開（6/19～）※ 教養講座、サークル活動、囲碁、卓球、浴室、機能回復訓練室 

等は、引き続き休止 

・保養センター駒岡：宿泊・休憩（個人）、レストラン、パークゴルフ場等のみ一 

部再開（6/16～）※ 宿泊・休憩（団体）、教養講座、囲碁、麻雀、ビリヤード、 

カラオケ等は、引き続き休止 

  ・若者支援施設（5施設） ：6/1より再開（貸室は人数制限） 

  ・市立図書施設（46施設）：開館 

※身体障害者福祉センター図書コーナーは当面の間引き続き休館。 

  ・文化施設等（25施設）：6/3までに順次再開（一部施設は引き続き休館）   

・スポーツ施設（体育館（12施設）・プール（９施設）・屋外競技場等（４施設）

等）：開館（6/1～）、一般開放（6/15～） 

※プール施設の採暖室は引き続き利用休止 

   ※東区体育館は改修工事のため 12/28まで休館 

・円山動物園：6/3から開園（屋内施設は一部制限あり）  

・ていねプール：令和２年度の営業中止 

 

③ 地下鉄・市電 

・市立学校等の一斉休業を受け、通学定期券払い戻しの特例措置を再度実施（手数 

料免除、定期券の内容により最終登校日まで遡及して払い戻し、受付期間は当面 

の間とする。4/15～） 

・地下鉄・市電の全車両の消毒・換気を実施（消毒：3/2～、換気：3/3～） 

   ※当分の間継続実施 

  ・2/29 通学定期券の払い戻し（手数料免除、休校日まで遡及して払い戻し） 

  ・地下鉄の車内混雑状況を交通局HPにて公表（3/18～、毎週水曜日更新） 

 

④ バス路線（参考） 

   市内バス路線の減便の状況は次のとおり。市公式 HP、さっぽろえきバス navi、 
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チ・カ・ホのデジタルサイネージにて周知実施。 

  ・北海道中央バス：5/31 にて平日の日祝ダイヤ運行を終了。6/1 から平日ダイヤの

一部減便運行、23時以降始発の深夜便を運休。 

  ・ジェイ・アール北海道バス：5/31にて平日の土日祝ダイヤ運行を終了。6/1から 

通常ダイヤ（一部減便）にて運行。 

  ・じょうてつバス：5/31にて 23時以降始発の深夜便の運休を終了。6/1から通常 

ダイヤにて運行。 

 

⑹ 産業振興 

 ① 市内中小企業（相談状況）（6/16現在） 

  (1) 既存の相談（経営相談・融資対象認定等）【1/29～】 

     相談件数（累計）※：16,173件【6/15比＋111】（来所 6,078件、電話 10,095件） 

※札幌中小企業支援センター内の相談窓口 

  (2) 機能拡充部分（融資申請サポート、税・感染予防相談）【4/20～】 

     相談件数（累計）：1,474件【6/15比＋40】（来所 1,441件、電話 33件） 

  (3) 機能拡充部分（雇用調整助成金等申請サポート、テレワーク導入等）【5/11～】 

   相談件数（累計）：1,582件【6/15比＋34】（来所 538件、電話 1,044件） 

② 融資制度（新型コロナウイルス対応支援資金）（6/16現在） 

   認定件数（累計）：11,468件【6/15比＋165】 

【業種】飲食業 1,664件、小売業 1,618件、建設業 2,401件、運輸業 335件、 

製造業 337件、電気・ガス・熱供給・水道業 137件、保険業 38件、 

卸売業 553件、不動産業 710件、宿泊業 124件、医療・福祉 649件、 

情報通信業 199件、教育・学習支援業 78件、サービス業 2,622件、 

林業・鉱業 3件 

③ その他 

・5/12 から 5/26 まで、札幌商工会議所及び関係団体の周知協力の下、市内事業者

等に対し、実態調査を実施中。 

・事業者向けワンストップ相談窓口サテライトオフィスを開設(5/11) 

  ・新型コロナウイルス感染症に関する市内事業者向け国・道・市の主な支援策まと

めサイトを市公式 HPに公開(5/1) 

・事業者向けワンストップ相談窓口を開設(4/20) 

・経済団体等９団体と市長・３副市長による緊急懇談を実施(4/15) 

・宿泊事業者への影響調査（3/6～） 

北海道と連携してアンケート調査を実施（3/16、結果公表） 



2020.06.18 

-6- 

 延べ宿泊者数の減少数 影響額(観光消費の減少額) 

北海道 約 900万人泊 約 3,000億円 

うち札幌市 約 350万人泊 約 1,200億円 

※3/1時点と同程度の影響が６月まで継続した場合の試算 

・自宅でも利用可能なサービス等を提供する市内事業者等を案内する市公式HPを

公開（3/4） 

 

 ⑺ 各種健診及び札幌市主催・共催等イベント等の実施状況 

  ・乳幼児健診など各種健診 

１歳６か月児健診、３才児健診、５歳児健診については 6/1から順次再開する。 

※４か月児健診、母子手帳交付、乳幼児発達相談、５歳児発達相談は継続実施中。 

特定健診、特定保健指導、後期高齢者健診及び生活保護・支援給付世帯健診につ

いては 5/26より再開する。ただし、住民集団健診については 6/1より再開する。 

・札幌市主催・共催等イベント 

北海道における「新型コロナウイルス感染症対策に関する基本方針」に基づき、 

「イベント等の開催制限」を６月１日以降段階的に緩和していく。 

 

３ 他機関の対応状況 

⑴  国  

５月25日 第36回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

＜総理発言＞ 

・感染の状況、医療提供体制、監視体制の３つの解除基準に照らし、本日、関東

の１都３県、北海道について、緊急事態措置を解除する。 

・これによって、全都道府県において緊急事態措置を実施する必要がなくなった

と認められることから、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、

緊急事態の解除を宣言する。 

・緊急事態の解除後においても、感染拡大のリスクをゼロにすることはできな

い。そのため、一定の移行期間を設け、感染リスクをコントロールしながら、

段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととする。 

・具体的には、概ね３週間ごとに、地域の感染状況や感染拡大リスク等について

評価を行いながら、外出の自粛、イベント等の開催制限、施設の使用制限の要

請等について段階的に緩和してまいる。 

・段階的緩和に際しては、新しい生活様式の定着や、感染拡大防止に向けた業種

別ガイドライン等の実践が前提となる。 
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・社会経済活動を継続して引き上げることができるよう、国民の皆様には、引き

続き、３密の回避や人と人との距離の確保、マスクの着用を始めとした基本的

な感染対策の継続・徹底をお願いしたい。 

５月21日 第35回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

＜総理発言＞ 

・専門家会議で策定された緊急事態措置の解除基準に照らし、専門家から評価を 

受け、大阪府、京都府、兵庫県について緊急事態宣言を解除することとした。 

・既に多くの業種において、感染防止のためのガイドラインが策定されており、 

解除を受けた関西２府１県では、それらを参考にして、そして十分に警戒しな 

がら、社会経済活動を段階的に引き上げていただきたい。 

・また、抗原検査による検査体制の拡充、医療提供体制の強化など、次なる感染 

流行に対する備えについて、知事、自治体と連携しながら万全を期していく。 

・そして、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県については、緊急事態宣 

言が継続することとなるが、新規の感染者数は確実に減少しており、医療提供 

体制にも改善が見られる。そのため、今月25日にも、あらためて専門家に評価 

をいただき、可能であれば、５月末の期間満了を待たずに解除する考え。 

５月14日 第34回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

＜総理発言＞ 

・新規感染者数が直近１週間で10万人あたり0,5人以下に抑えられ、医療提供体 

制等が改善している39県において、緊急事態宣言の期限である５月末日を前倒 

しして解除する。 

   ・解除を見送った東京や大阪、北海道等の８都道府県については、今月21日をめ 

どに、改めて専門家の意見を聴き、可能であれば期限を待たずに解除する。 

・今年度の第２次補正予算案の編成に着手し、雇用調整助成金の上限を１日あた 

り15,000円まで特例的に引き上げる考え。 

   ・世界経済はリーマンショックとは比較にならない100年に１度の危機を迎えて 

おり、大企業も含めた資金繰り支援を拡充し、必要に応じて十分な規模の資金 

投入を実施していきたい。 

・また、賃料の負担軽減のための給付金や、感染防止措置などの事業展開を支援 

する最大150万円の補助金を創設する考え。 

・抗原検査について、来月には１日あたり２万人から３万人分の検査キッドを供 

給できる見込み。PCR検査についても、唾液を使った方法の実用化を加速し、 

検査体制の強化を図っていく。 

   同日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（状況分析・提言） 
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・５月12日現在の国内事例の累積感染者数は15,705人にのぼり、東京都では１週

間当たり200名の新規感染者、北海道、神奈川県、大阪府、埼玉県では50名以

上の新規感染者が確認されていることから、未だ警戒が必要な状況が続いてい

る。一方、半数以上（28県）で直近１週間以上の感染者が発生していないな

ど、状況は着実に改善している。 

   ・医療提供体制については、現時点で入院を必要としている患者数に対して十分 

な病床数が確保されており、入院患者数及び重症患者数はともに減少傾向であ 

ることが確認されている状況。 

   ・緊急事態措置による「徹底した行動変容の要請」を解除する際には、主に以下 

の３点を総合的に判断することが求められる。 

⑴ 感染の状況（疫学的状況） 

 ① 直近１週間の新規感染者の報告数が、その前の１週間の報告数を下回 

り、減少傾向が確認できること 

     ② 直近１週間の10万人あたり累積新規感染者の報告数が0.5人未満程度で 

あること 

    ⑵ 医療提供体制（医療状況） 

     ① 重症者数が減少傾向であり、医療提供体制が逼迫していないこと 

     ② 今後の患者急増に対応可能な体制が確保されていること 

    ⑶ 検査体制の構築 

     ① 都道府県別のPCR等検査件数の動向（検査件数が一定数以上担保されて 

いること。陽性検体の占める割合が著しく高くないこと。） 

   ・緊急事態措置については、国民生活に多大なる影響を及ぼすことから、可能な 

限り避けることが望ましい。そのため、各都道府県は、あらかじめ地域ごとの 

感染状況等に関するリスク評価を行いながら、地域の状況に応じた施策等を検 

討する必要があるため、「地域のリスク評価（地域区分）に応じた対応」の整 

理を行った（新規感染者数等の状況に応じて、「特定警戒都道府県」、「感染 

拡大注意都道府県」、「感染観察都道府県」の３区分に分類し、適切な感染対 

策を実施していく必要性を提言）。 

５月４日 第33回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

  ＜総理発言＞ 

  ・４月７日に宣言した緊急事態措置の実施期間を、５月31日まで延長する。実施 

地区は全都道府県であり、現在の枠組みに変更はない。ただし、５月14日を目 

途として、専門家から、その時点での状況（地域ごとの感染者数の動向等）を 

改めて評価・分析してもらい、可能であると判断すれば、期間満了を待たずに 
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緊急事態を解除する考え。 

    ・13の特定警戒都道府県では、引き続き、極力８割の接触削減に向けた取組が必 

要である。一方、それ以外の県では、感染拡大の防止と社会経済活動の維持と 

の両立に配慮した取組に、段階的に移行することとする。 

・これからの１か月は、緊急事態の収束のため準備期間としての１か月とする。 

 専門家会議で示された「新たな生活様式」を参考とする。今後２週間をめど 

に、事業活動を本格化してもらうための、より詳細な感染予防策のガイドライ   

ンを策定する。 

同日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（状況分析・提言） 

  ・新規感染者数等は着実に減少に転じつつあるが、収束のスピードが期待された 

ほどではないこと、地域や全国で再度感染が拡大すれば、医療提供体制への更 

なる負荷が生じる恐れがあることから、当面、現在の緊急事態宣言下での枠組 

みを維持することが望ましい。 

・新規感染者数が一定水準に低減するまでは、医療崩壊を防ぎ、市民の生命を守 

るため、引き続き、基本的には「徹底した行動変容の要請」が必要となる。 

・一方で、新規感染者数が限定的となり、対策の強度を一定程度緩められるよう 

になった地域であっても、再度感染が拡大する可能性があり、長丁場に備え、 

感染拡大を予防する「新しい生活様式」に移行していく必要がある（「新しい 

生活様式」の具体例な実践例が示される） 

５月１日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（状況分析・提言） 

・市民の行動変容が成果を上げ、全国的に新規感染者数は減少傾向にあるものの、 

「徹底した行動制限」を緩和した場合には、感染拡大が再燃するおそれがある。  

そのため、新規感染者数が一定水準以下にまで下がらない限り、「徹底した行 

動制限」を続けなければならない。 

・新規感染者数が限定的となり、対策の強度を一定程度緩められるようになった 

地域であっても、再度感染が拡大する可能性があり、長丁場に備え、感染拡大 

を予防する新しい生活様式（「３つの密」の回避やテレワーク、時差出勤等の 

接触機会削減の対策）に移行していく必要がある。 

   ・感染者数の増加によって、医療崩壊を生じさせないために、医療機関ごとの機 

能分担（重点医療機関の設定等）、都道府県における調整本部・協議会の設置、 

患者搬送コーディネーターの配置、PCR等検査の拡充といった取組を進めてい 

く必要がある。 

・感染症対策が長期化することで生じるメンタルヘルスへの影響、児童虐待、営 

業自粛による失業等の社会的課題に対しては、適切な支援が提供されるよう、 
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必要な措置を講じていくべきである。 

４月 27日 第 32回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

＜総理発言＞ 

・全世界で感染者数が300万人に達しようとしており、今般、水際対策について 

も更なる見直しを行うこととした。具体的には、４月24日に感染症危険情報

をレベル３の「渡航中止勧告」にまで引き上げた、ロシア、ペルー、サウジ

アラビア等の14か国について、入管法による入国拒否対象地域に追加し、同

月29日午前０時から効力を発生させるものとした。これにより、合計87の国

と地域について入国拒否を行うこととなったが、これら対象地域から帰国し

た邦人等に対しては、引き続き、空港におけるPCR検査を確実に実施する。 

    また、これまで講じてきた 14 日間の自主待機要請等の検疫強化、査証制限、 

航空機の到着空港の限定といった対策は、世界的な感染拡大の状況を踏まえ、 

実施期間を１か月更新し、５月末日まで実施することとする。 

４月 24日 第 31回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

＜総理発言＞ 

・院内感染防止の徹底を図るため、医療防護具を国が直接優先的に提供するこ 

とから、WEBを活用した状況把握システムの構築等を進める。 

    ・感染拡大に伴う外出自粛等により、生活不安やストレスによる児童虐待、DV 

被害等のリスクが高まっていることから、必要な取組を進めていく。DV防止 

策については、４月 20日から新たな相談窓口を設置した。 

４月 22日 第 30回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

   ＜総理発言＞  

・専門家会議から提言を受けた接触機会の８割削減を達成するため、「10のポ 

イント」に沿った行動を取るよう国民に要請（ゴールデンウィークにおける 

感染拡大防止に資する行動の必要性に言及）。 

・国民１人当たり 10万円の給付を急ぐことを明言。 

同日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（状況分析・提言） 

    ・人の移動は大きく減少したが、接触機会の８割削減が達成できたか否かは確 

認できていない。目標達成のためには、テレワーク等の徹底を図るとともに、 

更なる対応について検討が必要。また、ゴールデンウィークの帰省等に係る 

人の移動で全国に感染が拡がることが懸念されるため、不要不急の外出自粛 

の徹底を要する（「人の接触を８割減らす、10のポイント」を示す）。 

・症状に応じた病床等の確保や、軽症者等のための宿泊施設を確保していく必

要がある。また、医療機関では院内感染が続発しており、対策が急務である。 
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 ・緊急事態宣言が発出された今、都道府県知事等がリーダーシップを発揮し、

「空床状況の見える化、PCR 等検査の体制強化、保健所の体制強化及び業務

の効率化」などの実現が期待される。 

４月 16日 新型コロナウイルス政府対策本部会合 

＜総理発言＞ 

・緊急事態宣言対象区域を７都府県から全国に拡大（期間は５月６日まで）。 

    ※感染者が多い北海道を含む１３都道府県を「特定警戒都道府県」に指定 

・１世帯 30万円の給付措置を予定していたが、全国民一律１人当たり 10万円 

の給付を行う方向で検討中。 

４月11日 第28回新型コロナウイルス感染症政府対策本部 

    ＜総理発言＞ 

    ・バー、ナイトクラブ、カラオケ、ライブハウスなど繁華街の接客を伴う飲食

店等については、緊急事態宣言が出ている地域か否かを問わず、全国全ての

道府県において、特措法第 24 条９項に基づく自粛要請対象とするよう基本

的対処方針を改正。 

    ・サージカルマスクは、来週までに合計で 4500万枚を全国の医療機関に配布

するが、７都府県の医療機関向けに、追加で 1000万枚を配布する。 

  ４月７日 政府発表 

    同日 第 27回新型コロナウイルス感染症政府対策本部 

    ＜総理発言＞ 

    ・７都府県に緊急事態宣言発出。 

    ・感染症拡大防止策や、雇用の維持と事業の継続等に関する緊急経済対策を発 

表。事業規模は 108兆円（うち今回補正額 16.7兆円）。 

・内容は、小・中・高・特別支援学校等への布マスクの配布、緊急包括支援交 

付金（仮称）の創設、生活支援臨時給付金（仮称、1世帯当たり 30万円の給 

付）の創設、子育て世帯への臨時特別給付金（対象児童一人あたり 1万円を 

上乗せ）、地方創生臨時交付金（仮称）の創設、制度融資を活用した実質無 

利子・無担保融資の創設、GIGAスクール構想の加速、納税者に対する新たな 

徴収猶予制度の特例の創設等の税制措置など。 

４月６日 第 26回新型コロナウイルス感染症政府対策本部 

 ＜総理発言＞ 

 ・４月７日の諮問委員会で専門家の意見を受け、緊急事態宣言を発出する考え。 

  東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県を対象地域とし、

１か月程度を目安とする。 



2020.06.18 

-12- 

 ・感染者が増加した場合、民間ホテルの借り上げに加え、東京オリンピック・

パラリンピックのために準備した警察派遣部隊用プレハブを改修して使用す

る考え。 

 ・治療薬とワクチン等の研究開発を加速。 

 ・日本公庫等における実質無利子・無担保の融資制度による強力な資金繰り支

援で、事業の継続を後押しする。 

 ・生活に困難をきたしている世帯向けに 30 万円の給付を行うことに加え、中

堅・中小企業に 200万円、個人事業者に 100万円の現金給付を行う。 

４月３日 厚生労働省発表 

    ・「軽症者等の療養に関する対象者等の基本的考え方について」にて、無症状

や軽症の感染者を自宅やホテルなどで療養させる方針を示した。加えて、

「宿泊療養のマニュアル」「自宅療養中の患者へのフォローアップ及び感染

管理対策」も発表。また、退院基準を緩和し、症状改善後 24 時間後の検査

での陰性確認とした。 

４月１日 第 25回新型コロナウイルス感染症政府対策本部 

 ＜総理発言＞ 

 ・文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業に関するガイド

ライン」を踏まえ、保護者への助成や、放課後児童クラブや学校教室の活用

など地域事情に応じた取組への支援継続。 

 ・水際対策の更なる強化（49の国と地域の全域について入管法による入国拒否

対象地域に追加、入国者に対して１４日間の待機及び公共交通機関の使用自

粛要請などを実施） 

・マスク生産設備への投資を支援し、月７億枚を確保見込み。５月から感染者

が多い都道県から順次、布マスクを配布。全国約 5000 万世帯（一住所当た

り 2 枚）。４月１日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（状況分

析・提言） 

・地域の医療供給体制の強化が近々の課題であるとの見解を公表。いわゆる

「医療崩壊」は、オーバーシュートが生じてから起きるものではなく、爆発

的感染が起きる前に医療供給体制の限度を超える負担がかかり医療現場が機

能不全に陥ることが予想される。医療体制を検討する上での指標等として、

① 重症者数 ② 入院者数 ③ 利用可能な病床数と、その稼働率や空床数 ④ 

利用可能な人工呼吸器数・ECMO 数と、その稼働状況 ⑤ 医療従事者の確保

状況を示した。 
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・３月 19 日の提言の地域区分について、名称を「感染拡大警戒地域」「感染

確認 地域」「感染未確認地域」とし、それぞれの地域区分に応じて、学校

再開やイベント自粛などの対応を考える方針を示した。 

３月 28日 第 24回新型コロナウイルス感染症政府対策本部 

    ・特措法に規定する「基本的対処方針」を決定。感染症の対処に関する全般的   

     な方針は以下のとおり。 

     ① 情報提供・共有及びまん延防止策により、各地域においてクラスター等  

      の封じ込め及び接触機会の提言を図り、感染拡大の速度を抑制する。 

     ② サーベイランス・情報収集及び適切な医療の提供により、高齢者等を守 

り、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす。 

     ③ 的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により、社会・経済機能への影 

      響を最小限にとどめる。 

     ④ なお、対策は、感染者の増加に伴い不可逆的に進むものではなく、例え 

ば、地域で感染者が確認された早期の段階で、クラスター等の封じ込め及 

び接触機会の低減が奏功し、当該地域での感染者の発生が抑制された場合 

には、強化した対策を適宜適切に元に戻す。 

    ・首相より、緊急経済対策として、以下５本柱の措置を講じることを明言。 

     ① 感染拡大防止策の充実や医療提供体制の整備、治療薬の開発 

     ② 雇用の維持と事業の継続（中小事業者向けに新しい給付金制度創設） 

     ③ 官民を挙げた経済活動の回復（観光・運輸業、飲食業、イベント・エン 

      ターテインメント事業を対象とした、官民一体型のキャンペーンとして大 

規模な支援策を展開） 

     ④ 強靭な経済構造の構築（生産拠点の国内回帰支援等のサプライチェーン 

      対策やテレワークなど ICT活用による経済の強靭化・効率化の推進） 

⑤ 今後の感染状況への備え（感染症対策に関する予備費を創設） 

３月26日 改正新型インフル特措法に基づく政府対策本部設置 

      同 第23回新型コロナウイルス感染症対策本部 

・特措法に基づく「基本的対処方針」の策定を関係省庁へ指示。 

・水際対策の更なる強化（欧州21か国及びイランの全域を入管法による入国拒 

否対象地域に追加するほか、検疫の強化などを実施） 

３月25日 外務省発表 

 ・全世界に対する危険情報をレベル２に引き上げ、不要不急の渡航自粛を要請 

３月24日 文部科学省発表 

    ・「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」及び「新型 
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コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」を 

公表 

３月23日 第22回新型コロナウイルス感染症対策本部 

・米国全域からの入国者に対して、検疫所長の指定する場所で14日間待機及び 

国内における公共交通機関の使用自粛を要請（期間：3/26以降、当面の間、 

４月末日まで） 

   ３月20日 第21回新型コロナウイルス感染症対策本部 

・専門家会議の見解を踏まえ、以下２点に取り組むことを明言。 

① 感染の連鎖を断ち切るためのクラスター対策の抜本的な強化 

② 感染者の急増に備え、重症者への医療に重点を置く医療提体制の整備 

・小中高の再開に向けた、具体的な方針の取りまとめを文部科学省へ指示。 

    ・全国規模の大規模イベント等の開催は、専門家会議の見解を踏まえ、引き続 

き主催者がリスクを判断して慎重に対応すること。今後は、「多くの人が参 

加する場での感染対策の在り方の例」も参考にするよう指示。 

   ３月19日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

・これまでの以下３本柱の基本戦略を維持、必要に応じて強化し、速やかに行 

われければならない旨の見解を公表。 

① クラスター（患者集団）の早期発見・早期対応 

② 患者の早期診断・重症者への集中治療の充実と医療提供体制の確保 

③ 市民の行動変容 

    ・北海道の感染状況と対策効果について、「一定程度、新規感染者の増加を抑 

えられたが、依然として流行は明確に収束に向かっておらず憂慮すべき状態 

が続いている。また、北海道知事による緊急事態宣言は、道民の日常生活行 

動を変容させ、事業者の迅速な対策などにより、急速な感染拡大防止の観点 

からみて一定の効果があった」と評価。 

   ３月18日 第20回新型コロナウイルス感染症対策本部 

    首相、以下の措置を講じることを明言。 

・返済免除特約付き緊急小口資金等の特例の拡大 

    ・公共料金の支払猶予等 

    ・国税・社会保険料の納付猶予等 

   ・地方税の徴収猶予等 

   ３月 18日 厚生労働省発表 

・小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付の開始を発表（～6/30まで）。 

   ３月 17日 厚生労働省発表 
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    ・人口に占める患者数の割合が大きい地域（札幌市、旭川市を含む 35 市町村） 

の介護施設等に対してマスクを優先配布することを公表。3/19以降、１週間 

程度で配布予定。 

３月14日 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正法施行 

      同 首相会見 

・改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について、

「現時点で宣言する状況ではない」と表明。宣言の要件については「判断は

専門家の意見を伺いながら、慎重に行う」と述べた。 

３月12日 厚生労働省発表 

    小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するコールセンター設置 

（学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター0120-60-3999） 

３月10日 厚生労働省発表 

    ・中富良野町、北見市へのマスク追加配布は、3/12以降、実施予定と公表 

    ・加えて、人口に占める患者数の割合が特に大きい地域として、せたな町、美

瑛町、木古内町、知内町へ優先配布することとし、3/12以降、約40枚程度の

マスク配布を公表。 

   ３月10日 第19回新型コロナウイルス感染症対策本部 

    ・全国規模のイベントの実施自粛要請について、専門家会議の判断が示される

までの間、今後おおむね10日間程度の延長を求める」と表明。 

    ・感染拡大防止や雇用維持などを支援する緊急対策第２弾を決定。 

   ３月７日 第18回新型コロナウイルス感染症政府対策本部 

    ・放課後児童クラブや学校教室の活用など地域の実情に応じて実施する取組に

ついても全額国費で支援するほか、学校給食の休止の影響についても、きめ

細かな支援を行うと表明。 

    ・日本政策金融公庫等において、特別貸付制度を創設し、売上が急減した個人

事業主を含む中小・小規模事業者に対して、実質無利子・無担保の融資を行

い、第１弾の緊急対応策で講じた5,000億円の資金繰り対策も含め、遡って

適用すると明言。 

    ・民間金融機関における貸出条件変更等、支援への取組状況のモニタリングを

関係省庁に対して指示 

    ・第２弾の緊急対応策として、①感染拡大防止策と医療提供体制の整備、②学

校の臨時休業に伴って生じる課題への対応、③事業活動の縮小や雇用への対

応、④事態の変化に即応した救急措置等、を柱として、10日に取りまとめを

目指し、各省における施策の具体化を加速させる旨明言。 
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   ３月４日 厚生労働省発表 

    ・中富良野町及び北見市への配達について、初回配布は７枚入り１パック（大

人用）とし、残りの30枚程度は、マスクを確保次第、配布することを発表。 

３月３日 菅官房長官会見 

・臨時休校対策としての保護者への休業補償について、フリーランス及び個人 

事業主は対象外とし、希望者には有利な条件で融資を受けられることとする 

旨説明。 

３月３日 厚生労働省発表 

    ・中富良野町及び北見市に対してマスクの配布を決定。 

（１世帯当たり約40枚、日本郵政の配達網により、６日～順次各家庭に配布） 

３月１日 第16回新型コロナウイルス感染症対策本部 

    ・道内自治体向けにマスク配布することを明言。 

（国内生活安定緊急措置法に基づき、国がメーカーから一括買取の上実施。） 

２月29日 総理会見 

    ・小中高校の臨時休校要請に対する理解を求める。 

    ・保護者の休職に伴う所得の減少に対応する助成金制度創設を明言 

      ２月25日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」策定 

 

⑵  北海道 

５月29日 知事会見 

   同日 第15回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

  ・６月１日午前０時をもって、北海道における全ての休業要請を解除する。 

  ・施設を利用される際には、その施設が「新北海道スタイル」を実践している 

か否かを確認するなどの行動を取っていただきたい。また、施設を再開する 

際には、「新北海道スタイル」の実践など、感染拡大の防止対策が整ったと 

ころから、順次再開するようお願いする。 

    ・接待を伴う飲食店やライブハウス等の利用、他都府県との不要不急の往来、 

札幌との不要不急の往来については、６月18日まで、慎重に対応していただ 

くようお願いする。 

     ・イベント等の開催について、６月18日までは、屋内イベントは100人以下 

（収容率50％）、屋外イベントは200人以下（十分な間隔）として制限し、 

段階的に開催規模を拡大していく。 



2020.06.18 

-17- 

    ・施設等利用者に対して、体調管理の注意喚起等に関するEメールが届く「北

海道コロナ通知システム」を導入（５月29日から、北海道博物館等で先行的

に運用を開始）。 

    ・感染拡大の可能性を見据え、３つの警戒ステージを設定する（ステージ１の 

目安は、振興局管内でリンクなしの新規感染者が１日２例以上の発生とし、 

「新北海道スタイル」の実践を行うもの。ステージ２の目安は、新規感染者 

数が２日連続して10人以上、そのうちリンクなしの割合が多数など、医療提 

供体制等も含めて総合的に判断し、アラート(注意喚起)を発出するもの。ス 

テージ３は国の緊急事態宣言発令による、外出自粛等の要請を行うもの。） 

    ・今後の医療面の対応として、①早期発見（PCRセンター設置の促進や検査手 

法の多様化等）、②機動的な感染拡大の防止（クラスター発生施設へのチー 

ム派遣等）、③医療提供体制の整備（患者の重症度等に応じた病床の確保 

等）を進めていく。 

５月25日 知事会見 

   同日 第14回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

  ・緊急事態宣言が解除されたとしても、新型コロナウイルスがゼロになるわけ 

ではないため、引き続き、感染拡大防止の取組に全力を尽くしていく。 

    ・道民に向けた外出自粛の要請や札幌市との往来自粛、事業者への休業要請に 

ついては、５月31日まで継続して協力をお願いすることとした。 

    ・６月１日以降の対応については、５月29日までに決定したいと考えている。 

５月22日 知事会見 

同日 第13回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

・新型コロナウイルスをゼロにすることが困難である中、全面的な休業要請 

や、非常に強い外出の自粛要請などの感染拡大防止策は、社会経済活動の影 

響を考えると限界があることから、感染拡大の防止と社会経済活動を両立し 

ていくことが必要。 

    ・そのため、５月25日午前０時以降、「新北海道スタイル」の実践を前提とし 

て、休業要請の一部を解除する（接待を伴う飲食店等については、引き続き 

全道において休業要請の対象となるが、床面積が千平米以上の美術館、図書 

館等への要請は全道で解除されるなど、北海道の緊急事態措置を改訂）。 

    ・また、宿泊療養施設の医療機能強化として、「アパホテル＆リゾート札幌」 

の一部を新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「臨時の医療施設」 
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として位置付けた。 

５月15日 知事会見 

  同日 第12回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

  ・石狩振興局管内以外の地域では、５月 13 日の会見で説明した内容のとおり、 

休業要請の一部を解除することを正式に決定。 

        ・事業者への新たな支援金について、周知用チラシを作成。支援金は、Aと B 

の２種類。支援金 Aは、道の休業要請の対象であり、休業に協力いただくこ 

とに加えて「新しい生活様式」を実践いただくことで 10万円を支給（遅く 

とも５月 19日から５月 31日まで休業に協力いただくことが必要）。支援金 

Bは、「新しい生活様式」を実践いただくことを前提に、道の休業要請の対 

象外であるが、自主的な休業等で月の売上が 1/2以下となった事業者に５万 

円を支給するというもの。支援金の支給について、対象となる方に迅速に届 

くよう、スピード感を持って取り組んでいく。 

・持続化給付金、雇用調整助成金について、国の相談窓口が混雑し、回答まで 

時間を要するという状況であったため、５月 14 日から、道庁と各振興局に

サポート窓口を設置して対応を開始した。 

５月13日 知事会見 

  ・北海道における直近２週間の新規感染者数や、感染経路が明らかではない感 

染者数の９割以上が石狩振興局管内であり、また、重症患者19名の方は全て 

同管内の居住者である。振興局ごとで感染状況に差があることから、石狩管 

内以外の地域に関しては、今月16日から休業要請の一部を解除する方針（ナ 

イトクラブやカラオケボックス等の法令に基づく休業要請の対象施設以外で 

あって、床面積が千平米以下の商業施設等への休業要請や、飲食店に対して 

19時までとしていた酒類提供の自粛を解除）。 

・石狩管内とそれ以外の地域における解除の見直しにあたっては、医療提供体 

制の状況を考慮しながら、直近１週間の平均で、１日あたりの新規感染者が 

10人以下、感染経路が明らかではない感染者が３人以下という基準で判断し 

た。北海道全体としても同様の考え方とし、入院患者が 250人を下回ること 

を５月末日までの目標とする。 

    ・感染リスクを下げるとともに、経営の持続化に向け、５月 16日から５月末 

日まで休業等にご協力いただける事業者に対して 10万円、売上が大幅に落 

ち込んでいる事業者には５万円の給付を行う。 

・感染拡大の兆候を早期に発見するため、PCR検査については、現在 700件の 

対応能力があるが、５月末日までに 1,000件に高めることを目指す。 
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５月６日  第 11回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 ・政府の緊急事態宣言の延長に伴い、「特定警戒都道府県」である北海道にお 

いても、緊急事態措置を改正し、期間を５月 31日に延長する。 

    ・北海道の感染拡大状況を踏まえ、感染症のまん延防止に向けた取組を進める

とともに、「３つの密」を徹底的に避け、感染拡大を予防する「新しい生活

様式」を普及することを念頭においた取組を進めていく。 

    ・施設の使用停止、イベントの開催停止の要請については、当面、５月 15日 

までの協力をお願いすることとする。 

    ・今後、５月 14日を目途に、国の専門家による感染状況の評価が地域ごとに 

行われることから、このような評価に加え、北海道としても必要な分析を行 

い、新規患者の増加や医療提供体制が逼迫する状況が解消された際には、緊 

急事態措置の見直しを検討する。 

    ・大学等を除く学校については、５月 31日まで臨時休業の延長を要請する。 

５月４日  第 10回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

・北海道における緊急事態措置を５月 31日まで延長することを基本として、 

その内容については、５月 15日まで同様の措置とする。 

・政府は５月 15日を目途に、専門家による感染状況の評価を地域ごとに行う 

こととしているため、今後の北海道の状況に応じて、措置の内容の見直しに 

ついて検討していく。 

４月 30日  第９回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

  ・陽性確認された軽症者が入院を経ない宿泊療養を開始(４月 29日から) 

・軽症者の宿泊療養施設２棟目（リッチモンドホテル札幌駅前）での受け入れ 

を開始(４月 30日から) 

※受入可能数 140名程度 

        ・「休業協力・感染リスク低減支援金」の申請受付を開始 

     ※受付期間は４月 30日から７月 31日 

同日 知事・市長共同会見 

  ・札幌市における患者数は日々増加しており、感染源が明らかではない患者も 

増えていることから、ゴールデンウィークにおいては、さらなる感染拡大が 

懸念される。そのため、札幌市民はできる限り自宅に居ていただき、道民は 

札幌市に来ないという行動を徹底し、オール北海道での取り組みによって、 

この危機的状況を脱していきたい。 

・北海道、とりわけ札幌市では、感染の広がりが収まらず、医療体制の維持が 

厳しい状況となっている。ゴールデンウィークには、さらに厳しい体制で医 
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療提供に従事していただくこととなるが、道民の命を救うべく、最大限のご 

協力をお願いしたい。 

   ４月 28日 知事会見 

・札幌圏域で確保されている病床数は約 270床であり、患者数と比較すると逼 

迫した状況であるため、４月 29日から、陽性確認された軽症者が入院せず 

に宿泊療養を実施できるものとしたいと考えている。 

また、さらなる患者数の増加を見込み、４月 30日から、２棟目となる施設 

（リッチモンドホテル札幌駅前）の協力のもと、札幌市が主体的に運営を担 

い、宿泊療養を開始する。 

        ・患者数の増加に伴い、人工呼吸器管理を必要とする重症患者の入院医療の確 

保が課題と認識している。そのため、重症の感染症患者に重点的に対応する 

医療機関と、通常の救急医療等に対応する医療機関とで、役割分担を進めて 

いただくことが重要と考えている。 

・ゴールデンウィーク期間を含め、札幌市とそれ以外の地域間の往来や、北海 

島とそれ以外の都府県との間でも往来を控えていただくとともに、離島への 

来島を自粛してほしい。 

４月 24日 知事会見 

同日 第８回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

・緊急事態措置を改訂し、「スーパーマーケット、公園等における感染拡大 

防止の要請(協力依頼)」を追加。 

・道民に対し、都府県への往来を極力避けるとともに、道内での他地域への 

不要不急の往来を避けるよう、改めて要請。 

４月 22日 知事会見 

・感染リスクの低減に取り組む事業者への支援金に関する Q＆Aを道公式 HP 

に掲載するとともに、休業要請相談専用ダイヤルを開設した旨報告。 

・外出自粛の効果によって接触機会は減少しているものの、政府が目指す８割 

減には届いていないため、更なる不要不急の外出自粛について要請。また、 

時差出勤やテレワーク等の実施を進めるとともに、ゴールデンウィークにお 

ける帰省等を控えるよう要請。 

４月 20日 知事会見 

同日 第７回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

・休業要請に協力する事業者への支援 

※法人 30万円、個人事業者 20万円、午後７時以降酒類の提供を自粛した飲 

食店 10万円 
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  ・軽症者に係る宿泊療養(東横 INN札幌すすきの南)の開始 

※受入可能数 120名程度 

・北海道の地域医療を守ることを目的とした寄附基金の新規募集 

４月 17日 知事会見（北海道における緊急事態措置） 

同日 第６回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

・公立学校の全道一斉臨時休業の実施（４月 20日から５月６日） 

・道立施設の休業、休館の実施（４月 18日から５月６日） 

・知事から宿泊療養に係る自衛隊への災害派遣要請 

同日 新型コロナウイルス感染症対策に係る北海道と札幌市の意見交換（北海道 

における緊急事態措置・事業者への支援策・医療提供体制の整備） 

同日 知事会見（道立の不特定多数が利用する公共施設の休館検討指示。全道の 

小中高等学校を 20 日から５月６日まで一斉休校にするよう道教委に要請。 

道民への週末の外出自粛・繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛・時 

差出勤徹底に係る要請・ソーシャルディスタンシング） 

４月 13日 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に関する説明会 

・知事、札幌市長等による自民党道連議員に対する外出の自粛で休業した飲食 

店等に対する休業補償・総合的な経営支援策実施の要請。 

４月 12日 新型コロナウイルス感染症対策に関する北海道と札幌市との協議 

同日 第５回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

・札幌市内の道立施設を休館（４月 14日から５月６日） 

  ・緊急共同宣言を踏まえた道立学校の臨時休業措置の検討 

同日 知事・市長会談 

 ＜緊急共同宣言＞ 

 ・札幌市内における接触機会の低減（外出自粛要請・４月 14日から５月６日 

までの間、市内小・中・高等学校の休業措置 

・繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛要請。 

    ・緊急事態宣言地区との往来自粛 

・医療提供体制の充実・強化（宿泊療養施設等の準備） 

・事業継続や感染収束後の V字回復に必要な取組を北海道と札幌市で連携して 

進めると共に、国への要望を行う。 

４月 10日 知事会見（外出・歓迎会等の自粛要請・ソーシャルディスタンシン 

     グ・感染症対策チーム内に週明け宿泊療養班立ち上げ・道要請に基づ 

     く国による空港でのサーモグラフィー設置） 

４月９日 知事会見（国への要請事項発表当） 



2020.06.18 

-22- 

４月７日 第４回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

・経済活動を維持しながら、密閉、密集、密着の「３つの密」の一層の強化・    

徹底を行う。 

    ・５月６日までを「新型コロナウイルス感染症集中対策期間」とする。 

    ・北海道への転入者に２週間の体調管理と外出自粛を要請。 

    ・外出自粛要請の判断は、新規患者数が２桁の日が発生し、リンク不明な患者

が多いと判断される場合とする。 

４月３日 第３回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

・４月２日付けにて、退院基準の変更、自宅や宿泊施設での療養に関する運用、   

感染管理対策やフォローアップの在り方が示された。現時点において自宅療 

養や宿泊療養を原則としなければならない状況ではないが、検討・準備を開 

始する。約 300床の入院受入体制は確保済み。 

・感染拡大が顕著となっている東京や大阪などへの不要不急な往来の自粛を要 

請。 

  ４月２日 第２回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

同 知事会見 

・学校の再開については、リンクなしの感染者数と帰国者・接触者外来の受診    

者数の急激な増加が確認されていないことから、「感染確認地域」に該当す  

ると判断し、予定通り再開することが適切であると判断。札幌圏などの都市 

部においては、通勤と分離するため時差通学を実施する。 

  ４月１日 知事会見（転出入時期における注意喚起） 

３月 27日 第１回北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

    同 知事会見 

・道立施設や道主催のイベント等の再開に係る考え方を公表。感染拡大防止措

置を講じた上で、道立施設では、札幌市内にある北海道知事公館や三岸好太

郎美術館、真駒内公園などを 4/1から再開。 

３月 26日 改正新型インフル特措法に基づく北海道対策本部設置 

・特措法に基づく政府対策本部の設置を受けて、「北海道感染症危機管理対策

本部」から、「北海道新型コロナウイルス感染症対策本部」へ移行。 

３月24日 第12回道感染症危機管理対策本部会議開催 

    ・医療体制の強化と経済対策を２本柱とした、新型コロナウイルス対策の補正 

予算案を発表 

３月18日 第11回道感染症危機管理対策本部会議開催 
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      同 知事会見 

    ・緊急事態宣言を予定どおり3/19に終了し、新たなステージへの移行を公表。 

（週末の外出時における注意喚起の継続） 

・宣言の結果として、以下２点を評価。 

－医療崩壊を起こすような急激な患者の増加は生じず、宣言当初に恐れていた

状況には至らず済んでいること。－緊急事態の期間中に、検査体制や病床の

確保など必要な体制強化を図るとともに、必要な情報の蓄積により、新型コ

ロナウイルスと戦う体制を整えることができたこと。 

３月12日 知事会見（週末の外出時における注意喚起） 

   ３月10日 第10回道感染症危機管理対策本部会議開催 

        緊急事態宣言（2/28～3/19）を延長するか否かについて、「今週の患

者の発生状況などを踏まえ、20日以降の対応を検討・判断する」との

考えを表明。 

   ３月５日 知事会見（週末の外出時における注意喚起） 

   ２月29日 内閣総理大臣への緊急要望 

   ２月28日 緊急事態宣言（道民へ不要不急の外出控えるよう指示） 
  

４ その他 

⑴ 市民・企業への呼びかけ 

【市長】 

・市民の皆さまへのビデオメッセージを発出（4/24、4/28、5/5、6/1） 

・市民の皆さまへのメッセージを発出（2/22、3/1、3/18、3/30、4/3、4/9、 

4/14、4/18、5/6、5/15、5/22、5/26、5/30） 

【総務局】 

・来庁せずにできる手続き、期限を延長する手続きについて市公式HPに掲載

（3/9） 

・菊水分庁舎への出入業者（21社）に対して、マスク着用や体調管理徹底等を依頼

（2/25） 

【まちづくり政策局】 

・市内各大学及び短期大学（17大学）に対して、感染拡大防止に向けた対策につい

て、学生へ周知するよう依頼（3/3、3/27、4/8） 

【財政局】 

・（5/12）「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う納税の猶予について」（市公 

式 HPに徴収猶予の特例制度に関するページを掲載） 
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・（4/28）「新型コロナウイルス感染症に伴う市税の取り扱い」（市公式HPに市税

の取り扱いについて特設ページを掲載） 

・（4/22）「新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等の申告・納付 

等の期 限延長について」（市公式 HP に法人市民税等の期限延長手続き等につ

いて掲載） 

・(4/20）「新型コロナウイルス感染症拡大の影響による固定資産価格等の縦覧期

間延長について」（市公式HPに縦覧期間延長について掲載） 

・(4/17）「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止における工事及び業務に係

る契約上の対応について」（市公式 HPに契約上の対応に関するお知らせを掲載） 

・（4/10）「夜間電話納税相談と市民税・道民税（個人住民税）申告書に係る 

提出期限の取扱いについて（新型コロナウイルス感染症の影響関係）」（報道 

発表、市公式 HP掲載） 

・（4/9）「軽自動車税（種別割）の減免申請について」（市税事務所 HPに郵送で 

の申請受付を掲載） 

・市税事務所HPでの郵送や電話による手続きや相談の推奨（2/25、3/10、3/24） 

【市民文化局】 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた町内会・自治会行事等の実施に係る 

留意点について市公式 HPに掲載(4/21) 

  ・新型コロナウイルスに乗じた詐欺の手口と対策について市公式 HPに掲載(3/10) 

・新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に関する相談（72件 (6/15時点)先週か 

ら3件増)を受けているため、市公式HPで注意喚起を掲載（2/21以降） 

【保健福祉局】 

・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について、一定基 

準の加入者に対し、制度周知の案内文兼減免申請書を約 63,000通発送した(6/12) 

（後期高齢者医療制度は 6/19に発送を予定） 

・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険、後期高齢者医療制度の保 

険料の減免について、専用のコールセンターを設置するともに、市公式 HPに掲 

載(6/11) 

・（6/4以降）各おとしより憩の家…運営自粛要請を 6/19に解除するが、「憩の家 

運営ガイドライン」により、運営の再開に当たって整えていただきたい感染対策 

の具体例を周知するとともに、感染リスクの高い活動の自粛を要請（各区保健福 

祉課から通知） 

・（6/1以降）各単位老人クラブ…感染リスクの高い活動について、当面の間の自 

粛を要請（各区保健福祉課から通知） 



2020.06.18 

-25- 

・新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関して定める改正国民健康

保険条例を施行。同日、傷病手当金制度について市公式 HPに掲載（5/1） 

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除の臨時特例 措置 

について、同日、市公式HPに掲載（5/1） 

・住居確保給付金の対象者が拡大されたことを市公式 HPに掲載(4/20) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、個人の責に帰すべき 

理由・都合によらない就業機会等の減少により離職または廃業と同程度の状況に

至っている方も対象となる。 

・国民年金保険料の免除申請について郵送対応可能である旨市公式HPに掲載

（3/12） 

・子ども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成の

申請・届出について郵送対応可能である旨市公式HPで周知（3/11） 

・特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等の請求・届出について郵

送対応開始（3/9） 

・おとしより憩いの家の開館可否について検討を依頼（2/26以降） 

・老人クラブ、老人クラブ連合会あてイベント開催可否の検討を依頼（2/25以降） 

・社会福祉施設等における感染症対策について随時注意喚起を実施 

【子ども未来局】  

・市内学校の通常授業再開に合わせた児童会館・ミニ児童会館での事業の取扱いに

ついて、指定管理者を通じて保護者へ周知（6/10）          

・小学校の少人数短時間登校日の児童会館・ミニ児童会館（児童クラブ）の運営に 

ついて、指定管理者を通じて保護者へ周知（5/27） 

・小学校の臨時休校延長時の児童会館・ミニ児童会館（児童クラブ）の運営に つ

いて、4/14以降の取り扱い継続及び利用児童不在日時の閉館等について、指定管

理者を通じて保護者へ周知(5/1) 

・認可保育施設等へ、北海道の緊急事態措置を受け、4/23からの仕事を休んで家に 

いることが可能な保護者の登園自粛の要請と感染拡大防止への協力について、保 

護者への周知を依頼(4/22) 

・市内小学校の4/14からの全校休校に伴い、児童会館・ミニ児童会館の児童クラブ

運営時間変更の連絡と併せ、可能な限りの家庭保育の協力依頼について、指定管

理者を通じて保護者へ周知(4/13) 

・認可保育施設等へ、北海道・札幌市緊急共同宣言を踏まえ、引き続き可能な限り

の家庭保育と感染拡大防止への協力について、保護者への周知を依頼(4/13) 
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・認可保育施設等を通じ、専門家会議の見解を踏まえた、当分の間の可能な限りの

家庭保育への協力を保護者に依頼（3/11） 

・児童手当・児童扶養手当・災害遺児手当の請求・届出及び認可保育所等の入所申

請等について郵送対応可としたほか、ひとり親家庭自立支援給付金等の手続き期

限を5/29まで一部延長（3/9） 

・幼保連携型・幼稚園型認定こども園へ、可能な限りの家庭での保育協力依頼を基

本としつつ、家庭での保育が難しい子どもへの配慮を依頼(3/5) 

・一時預かり事業の実施施設へ、事業の継続的な実施を依頼(3/5) 

・児童会館・ミニ児童会館について、可能な限りの家庭保育の協力依頼に関し、指

定管理者を通じて保護者へ周知(3/3) 

・認可保育施設等へ、感染拡大防止策の徹底と、可能な限りの家庭保育の協力につ

いて、保護者への周知を依頼(3/3) 

【経済観光局】 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休業等の要請期間の延長等について、

関係団体への周知の協力要請（5/7） 

・コールセンター関連企業へ新型コロナウイルス感染防止の取組徹底等について協

力要請（5/7） 

・ホームセンター事業者へ、新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組実施 

について協力要請（5/7） 

・商店街及びスーパー関係団体へ新型コロナウイルス感染症対策に伴う配慮につ

いて配慮要請（4/24） 

・北海道による緊急事態措置及び「（仮称）休業協力・感染リスク低減支援 

金」について、関係団体へ周知の協力要請(4/23) 

・緊急事態宣言対象区域に北海道が含まれたことを踏まえ、関係団体へ感染防止 

等について協力要請(4/20) 

・国の緊急事態宣言及び本部長指示を踏まえ、関係団体へ感染防止等について協 

力要請（4/9） 

・人事異動等の時期を迎えたことを考慮し、関係団体へ感染防止について協力要請 

（3/27） 

・ライブバー従業員の感染確認に伴う関係団体へ感染拡大につながる活動自粛等の

配慮要請(3/9) 

・各経済団体及び業界団体へ感染拡大につながる活動自粛等の配慮要請（市長より

札幌商工会議所会頭へ要請書手交）(3/3) 

・各経済団体及び業界団体へ従業員の休暇取得環境の整備について配慮要請（2/27） 
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・中央卸売市場内事業者に新型コロナウイルス感染症への対応について通知を発送

（1/30以降随時） 

【環境局】 

・大型ごみ収集センター受付時間の短縮（5月 21日開始、9：00～16：30を 10：00 

～16：30に変更）について、市公式 HPに掲載（5/19） 

・「事業所におけるごみ、廃棄物の取扱い等について」、「廃棄物処理業における

新型コロナウイルス対策ガイドライン」を市公式HPに掲載(5/13) 

・新型コロナウイルスの感染疑いのある方またはその家族がいる場合の「容器包装

プラスチック」「ペットボトル」「雑がみ」については、燃やせるごみとして排

出すること、また「びん・缶」「スプレー缶・カセットボンベ」「ライター」

「筒型乾電池」については、念のため家庭で1週間程度保管のうえ排出するよう

市公式HPに掲載（5/8） 

・家庭ごみ収集について、直営収集の作業員用マスクを配備。委託収集の受託者

に、マスク着用に係る協力を要請して、各社が着用を開始。新型コロナウイルス

感染症に係る作業中のマスクの着用について周知（5/8） 

・使用済みマスクなどの廃棄について（２重袋での排出及びごみ捨て後の手洗いの

徹底）市公式HPに掲載（4/30） 

・使用済みマスクなどの廃棄について（飛散防止のためごみ袋の封の徹底）市公式

HPに掲載（3/7） 

【建設局】 

・ていねプールの営業中止について市公式HPに掲載（5/30） 

・新型コロナウイルス感染症の対応に伴う道路占用料等の取扱いについて市公式 HP 

に掲載（5/15）  

・円山公園、平岡公園における花見期間の一部立入制限について市公式 HP に掲載

（4/16） 

・中島公園におけるイベント利用受付の一時中止について市公式HPに掲載（4/8） 

・道路維持除雪共同企業体等に新型コロナウイルス感染症の拡大防止等に向けた適

切な措置を依頼（3/5） 

【都市局】 

・解雇等により社員寮・社宅等の住宅から退去を余儀なくされた方へ、市営住宅を

提供することとし、本件について市都市局HPに掲載（4/23） 

・来庁せずにできる手続き（郵送等により申請等が可能な手続き）がある旨につい

て市都市局HPに掲載（3/11） 
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【水道局】 

・感染症の影響による上下水道料金の支払いに関する相談窓口や、感染症に関連し 

た水道水の安全性について市水道局HPで周知（3/2、3/24） 

【交通局】 

・感染防止に向けたポスター等の掲出（地下鉄、路面電車、駅構内ほか） 

【消防局】 

・来庁せずにできる手続きについて市消防局HPに掲載（3/6） 

【病院局】 

・院内感染防止の更なる対策強化のため、市立札幌病院における面会を、原則禁止

から全面的に禁止に変更することを市病院局HPに掲載（3/23） 

・新型コロナウイルス感染症への対応について市病院局HPに掲載（3/13） 

   

 ⑵ 市民生活への支援 

・市民生活に関連の深い生鮮食料品・日用品などの生活関連商品について、市内の 

スーパー・小売店等計30店舗に対し、価格調査を実施中。 

※６月11日時点での価格調査の結果、長ねぎ、きゅうりなど、生鮮食品におい

て前月に比べ大幅な価格の上昇がみられた。天候不良による生育の遅れや、

需要の高まりが影響したとみられる。※市公式HPに掲載 

・トイレットペーパーやティッシュペーパー等について、過度な買い占めを控え 

るよう、市公式HPやSNSで情報発信（3/2） 

 

 ⑶ 札幌市が受領した寄付マスク等の状況（5/28現在） 

・医療用マスク 92,866枚、使い捨てマスク 192,339枚、布マスク 270枚 

・アルコール除菌液 5,284ℓ、次亜塩素酸水 3,400ℓ 
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2020.05.14
経済観光局産業振興部コロナに負けるな！SAPPORO消費喚起策

札幌市では、「新北海道スタイル」を徹底しつつ、市内における消費喚起策を実施していきます

飲
食
・消
費

札幌市飲食店未来応援クラウドファンディング（第二弾） 販売期間：
7/1～7/20

食事券利用期間：
8/15～11/30

観
光

定山渓どこでもクーポン

札幌市の中小飲食店で利用できる前売りの食事券をクラウドファ
ンディングによって発行します。

SAPPOROおみせ応援商品券

札幌市の小売店・飲食店等で利用できる12,000円分の使用が可能
な商品券を1冊10,000円で販売します。

販売開始：
8月上旬予定

札幌市民（小学生以上）が定山渓地区のホテル等に宿泊した際に定
山渓地区の宿泊施設や土産店、飲食店等で利用できる2,000円分
（1,000円分×２枚、予約先着50,000人）のクーポンを配布します。

配布開始：
7/1から

クーポン有効期間：
7/1～12/20

泊まろうさっぽろキャンペーン
札幌の宿泊施設に宿泊した道民の方に、抽選で「もう一度札幌に
来て楽しめる景品」をプレゼント。
例）丘珠空港発ナイトクルーズ、大倉山新レストランディナー等

期間：
7/1～8/31



「新型コロナウイルス対策等に関する札幌市長、
市長会会長､町村会会長との意見交換（Web 会議）」次第

            日 時 令和２年６月１８日（木）16:00～16:45
            会 場 道庁３階テレビ会議室

１．開 会

２．知事からの挨拶

３．各参加者からの挨拶
 （１）札幌市長

 （２）北海道市長会 会長

 （３）北海道町村会 会長

４．意見交換

５．閉 会



「新型コロナウイルス対策等に関する札幌市長､市長会会長､ 
町村会会長との意見交換（Web会議）」 出席者名簿 

秋元 克広   札幌市長 

山口 幸太郎  北海道市長会 会長 

棚野 孝夫   北海道町村会 会長 

鈴木 直道   北海道知事 



感染者の動向 資料２



項目 項目
ステップ１ ステップ２ ステップ３ 移行期間後

6/1～6/18 6/19～7/9 7/10～7/31 8/1～

外
出
の
自
粛
等

施設の利用

「新北海道スタイル」の実践
による感染拡大の防止

（新しい生活様式の実践 等）

接待を伴う飲食店、ライブハウス等

慎重に対応他都府県との不要不急の往来

札幌との不要不急の往来

施
設
の

使
用
制
限
等

業種別のガイドラインが
策定済の施設

接待を伴う飲食店、ライブハウス等 慎重に対応

イ
ベ
ン
ト
等
の

開
催
制
限

屋内イベント 100人以下
収容率50%

1,000人以
下

収容率50%

5,000人以下
収容率50%

全て
収容率50%

屋外イベント 200人以下
十分な間隔

1,000人以
下

十分な間隔

5,000人以下
十分な間隔

全て
十分な間隔

※ 感染拡大の兆しが見られる場合は対応を検討

６月以降の段階的緩和

全ての施設の休業要請について、
６月１日午前０時から解除
「新北海道スタイル」の準備が
整った施設から順次再開

2



ステージ 対応内容 目安

１

新北海道スタイルの実践 －

【呼びかけ】※振興局

新北海道スタイルの徹底 等

振興局管内で新規感染者
（リンクなし）の発生

１日２例以上

２

【アラート（注意喚起）】※知事
外出の抑制

（例）①休日の外出の抑制
②地域の往来の抑制
③高リスク施設への外出の抑制 等

アラート指標
・新規感染者数 10人以上/日(2日連続)
・新規感染者のうちリンクなし 多数
・医療提供体制、監視体制
などを総合的に判断

３

【要請】※知事
外出の自粛

※施設の使用制限、
イベント等の開催制限の要請も検討

国による
緊急事態宣言発令

まん延の防止（警戒ステージの設定）

3



新
規
感
染
者
数

［国］

緊急事態宣言

外出の抑制

警戒ステージのイメージ

ステージ１ ステージ２ ステージ３

新北海道スタイル
の実践 外出の自粛

施設の使用制限
イベントの開催制限

［知事］

アラート
（注意喚起）

［振興局］

呼びかけ

道独自の対応 国と道の対応

新北海道スタイル
の徹底

呼びかけ

注意喚起

要請［知事］

4



令和２年６月 北海道 

新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策【第 3弾】の概要 

 第３波以降に備えた感染拡大防止対策に万全を尽くし、社会経済活動のレベルを段階的に拡大 

 道民と事業者双方が「新しい生活様式」を実践する「新北海道スタイル」の取組を各分野で展開 

 「新北海道スタイル」推進のためのＰＲ活動（広告、動画配信、ポスター作成） 

 取組の可視化の促進（施設・店舗への巡回訪問、ステッカー配布） 

 全道推進組織の設置 等 

１ 「新北海道スタイル」の浸透・定着 

① 検査・医療提供体制の充実強化 

 検査体制・能力の拡充と検査手法の多様化 

  ・検体採取に特化した PCR 検査センター増設 

・唾液を用いたPCR検査、LAMP法、抗原検査等の検査手法拡充 

  ・指定医療機関等の検査体制拡充 

 医療従事者等の派遣体制強化 

 保健所設置市の医療提供体制の整備支援 

② 福祉施設等における事業継続の確保 

 クラスターへの対応の強化 

・介護職員等の応援派遣 

・帰宅困難となる介護職員等の宿泊支援 

・施設内のゾーニング設備等の整備 

保護者が感染し、一時保護が必要となった児童への支援 

 高齢者の在宅介護予防の推進 

２ 第３波以降に備えた 
医療提供体制等の充実強化

① 事業継続と就業機会の確保 

 漁協への無利子貸付(道による利子補給) 

 離職者の再就職を支援する相談体制の整備 

② 地域や事業者自らが取り組む感染防止対策の促進

小規模事業者の事業再建のための設備投資支援 

外食事業者の衛生管理機器導入・店舗改修支援 

③ 域内の交流・消費循環を通じた地域・経済の活性化 

地域の魅力を再発見するモバイルスタンプラリー 

 道内旅行商品割引（どうみん割）の実施 

 道内百貨店等での地産地消の企画販売の実施 

 道産水産物の給食用食材提供 

 市場の需要変化に対応した農産物加工・食品

製造施設の整備支援 

 公共施設展示等を通じた道産花きの消費拡大 

３ 経済活動の継続と段階的拡大 

生活困窮世帯に対する「生活福祉資金」の積み増し ふるさと納税を活用した文化芸術・エンターテインメント活動の再開支援

看護師養成施設における遠隔授業の通信環境整備支援  道庁の在宅勤務環境整備

４ 社会生活・文化活動の継続と安心の確保 

【実施中の主な取組】 

・帰国者・接触者相談センター整備（27カ所） 

・専用外来、入院病床の確保 

・軽症者用「宿泊療養」の確保（930 室） 

【実施中の主な取組】 

・福祉施設等の個室化改修、換気設備等の整備 

【実施中の主な取組】 

・3年間の実質無利子・保証料免除の制度融資創設 

・本庁、14振興局で経営相談機能を拡充 

・離職者等の道の会計年度任用職員の採用 

【実施中の主な取組】 

・休業要請等に協力いただいた企業に対し、感染症

対策に取り組むための支援金を交付 

【実施中の主な取組】 

・道立学校・文化施設、幼稚園、保育所等の衛生用品整備  ・特別支援学校のスクールバス増便 

・高等学校等の授業料以外の経費支援           ・「GIGA スクール構想」の推進加速 

今回の補正予算額 ： ３００億円 
 【対策規模 ： ３９１億円】  

予算額累計(第 1弾～第 3弾) ： １，４１１億円 
【対策規模累計 ： ４，０２２億円】

１．６億円 

１７１億円 

５５．５億円 

１．６億円 

１．５億円 

１．２億円 ６８．６億円 

５８億円 ７０億円 

※本資料に掲載する事業及び予算については、令和２年第２回北海道議会定例会に提案予定の道案です。 

５ 











 

 

 
第 11回札幌市感染症対策本部会議資料 

令和２年（2020年）６月 18日 建設局 

 

  

 

公園施設の再開について 

 

 
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、休止等を行っていた下記の公園施設について、 

６月 19日（金）より再開いたします。 

なお、炊事広場と遊水路等については、閉鎖を継続します。 

 

 

記 

 

１ 噴水の通水 

（１）大通公園（２丁目壁泉、３丁目噴水、４丁目噴水、５丁目噴水、11丁目噴水、 

12丁目水路） 

【２丁目～５丁目通水時間】 

６月 19日（金）午前９時から午後９時まで 

６月 20日（土）以降 午前７時から午後９時まで 

（３・４丁目の噴水は夜間ライトアップいたします） 

【11丁目、12丁目通水時間】 

６月 19日（金）以降 午前 10時から午後７時まで 

（２）モエレ沼公園（海の噴水） 

６月 19日（金）午前 10時 30分から 

（平日は３回、土曜・日曜・祝日は４回プログラムを実施いたします） 

 

２ 遊具の利用再開 

対象公園 

大通公園 百合が原公園 伏古公園 五天山公園 

中島公園 屯田西公園 川下公園 農試公園 

円山公園 屯田公園 月寒公園 前田森林公園 

旭山記念公園 モエレ沼公園 平岡公園 手稲稲積公園 

豊平川緑地 丘珠空港緑地 藻南公園  

※上記以外の札幌市が管理する公園については、遊具の利用を休止しておりません。 
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